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納⼊告知書（納付書）とは1

⽇本年⾦機構が社会保険料（厚⽣年⾦保険料‧健康保険料）を徴収するために発⾏する納⼊命令書。‧

厚⽣年⾦保険と健康保険（協会けんぽ‧健保組合等）の保険料を⽇本年⾦機構が⼀括徴収する際に使⽤する。‧

発⾏と納付の基本2

毎⽉20⽇頃、⽇本年⾦機構から各事業所へ郵送。
未着時は速やかに管轄の年⾦事務所へ連絡。

発⾏ 納付対象⽉の翌⽉末⽇（休⽇の場合は翌営業⽇）。納付期限

‧ ⾦融機関窓⼝（納⼊告知書が必要） ‧ ⼝座振替
‧ 電⼦納付（Pay-easy等、納⼊告知書が必要）

納付⽅法納付原則
「翌⽉徴収‧翌⽉納付」。

例 4⽉分保険料 → 5⽉給与で徴収 → 5⽉末までに納付。

3枚綴りの構成は以下の通りです。

納⼊告知書（納付書）の⾒⽅3

種類 内容‧注意点

納付額（健保‧厚年‧⼦育て拠出⾦）記載。納付前の告知書（領収書ではない）。領収済通知書1

事業所控。領収控2



© MoneyForward, Inc.

  

© MoneyForward, Inc. 3

種類 内容‧注意点

窓⼝納付⽤。納付後に⾦融機関印が押され、公的な領収証書となる。納⼊告知書（納付書）‧領収証書3

再発⾏と納付証明4

紛失‧未着時は管轄の年⾦事務所へ連絡し依頼。納付期限が近いため速やかな対応が必要。再発⾏

納付証明
納付状況の証明が必要な場合、以下の書類を年⾦事務所へ申請。

直近2年間の納⼊状況を証明する。社会保険料納⼊証明書 納⼊状況を確認。社会保険料納⼊確認書

領収書としての扱い5

納⼊告知書（納付書）の「領収証書」部分（⾦融機関印押
印済）が公的な領収書。要保管。

窓⼝納付 領収証書は発⾏されない。必要な場合は窓⼝納付を選択す
る。電⼦納付

上記の「社会保険料納⼊証明書」または「社会保険料納⼊
確認書」で代⽤可能。

領収証書が
ない場合

毎⽉送付される「保険料納⼊告知額通知書」内の「領収済
額通知書」が領収書の代わり。

⼝座振替

告知額が従業員負担額の2倍（労使折半）か確認。
⾦額の確認

健康保険料‧厚⽣年⾦保険料

全額事業主負担。⼦ども‧⼦育て拠出⾦


